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「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用 

にかかるガイドライン」について 

 

 日頃より障害保健福祉行政にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 今般、令和２年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業（「障害者の多様な働き方と

支援の実態に関する調査研究」）において、「就労系障害福祉サービスにおける在宅で

のサービス利用にかかるガイドライン」を作成し、以下のとおり、厚生労働省ホーム

ページにて公表しました。 

本ガイドラインでは、在宅でのサービス提供の品質管理・維持の観点から、運営に

おいて最低限必要と考えられるポイントを抽出し、全国の事業所の皆様の参考となる

ようまとめたものです。 

従前より在宅でのサービス提供に取り組んでいる事業所だけでなく、今般の新型コ

ロナウイルスの感染防止のため在宅でのサービス提供に切り替えた事業所及びこれ

から取り組もうと考えている事業所等も含めた幅広い事業所に参照いただくことを

想定しています。 

つきましては、本ガイドラインについて、管内市町村、事業所等へ周知いただくと

ともに、その活用についても適宜案内いただきますよう併せてお願いいたします。 

 

○就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000770977.pdf 
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